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1．議事日程    

令和８年 第１回世羅町議会臨時会 （第１号）    

    

   令和８年２月６日 

   午前９時 00 分開議 

          於：世羅町役場議場 

 

 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  会期の決定 

第 ３ 承認第１号  専決処分の承認を求めることについて 

第 ４ 同意第１号  監査委員の選任につき同意を求めることについて 

第 ５ 議案第１号  財産の取得について 

第 ６ 議案第２号  令和７年度世羅町一般会計補正予算（第７号） 
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２．出席議員は次のとおりである。（１２名）       

1 番  亀 田 知 宏  2 番  佐 倉 悠 希 

3 番  矢 山  靖  4 番  宗 重 博 之 

5 番  佐 々 木 浩 康  6 番  福 永 貴 弘 

７番  向 谷 伸 二  8 番  上 本  剛 

9 番  松 尾 陽 子  10 番  藤 井 照 憲 

11 番  田 原 賢 司  12 番  髙 橋 公 時 

 

３ . 欠席議員は次のとおりである。            

  な  し  

 

４．会議録署名議員  

  ６番 福 永 貴 弘   ７番 向 谷 伸 二  

 

５．地方自治法第 121 条の規定により説明のため出席した者の職氏名（８名）  

町 長 奥 田 正 和  副 町 長 金 廣 隆 徳 

総 務 課 長 升 行 真 路  財 政 課 長 矢 崎 克 生 

企 画 課 長 藤 川 道 代  子育て支援課長 藤 井 博 美 

福 祉 課 長 和 泉 美 智 子  商工観光課長  山 崎  誠 

     

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（３名）  

  事 務 局 長  黒 木 康 範    書 記  間 處 俊 彦 

  嘱 託 書 記  貞 光 有 子 
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開  会 ９時００分 

（起立・礼・着席）    

○議長(髙橋公時) 開会に先だち、町長の挨拶があります。 

○町長(奥田正和) はい。 

○議長(髙橋公時) 町長。 

○町長(奥田正和)  おはようございます。令和８年第１回世羅町議会臨時会に

あたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

ただいま衆議院選挙最中ではございます。あと２日後が投票日となりますけ

れども、町のほうにも期日前投票のほうへいろいろとお越しいただいておりま

す。ただここの本庁のほうは、駐車場の工事をしてございまして、大変ご来場

の方にご迷惑をおかけしている状況でもございますが、明日、明後日とまた雪

がたくさん降るような状況もお聞きしているところでございます。できる限り

早めの投票をいただければと思ってるところでございます。 

またインフルエンザも流行っているようでございますので、ご自愛いただき

たいと思いますし、なお受験シーズンでございます。そういった受験生に対す

る配慮も必要なのかなと思ってございます。 

行事の予定なんですけれども、今度の 13 日には大田庄歴史館におきまして

大妻コタカ青春物語というのがございます。是非議員の皆さんもご来場いただ

ければと思います。 

また、翌 14 日には中国女子駅伝競走大会が開催されるところでございまし

て、これまで昨年と同じチーム数というふうにお聞きはしてございますけれど

も、女子アスリートの活躍をしっかり応援いただきたいと思います。 

今、全国で物価高騰対応重点支援創生臨時交付金についてはメニューがいろ

いろと出されているところでございます。世羅町としては先般、お話をさせて

いただいておるんですけれども、商工会等を通じまして町内を還流できるよう

な商品券というやり方で進めていきたいということで、本日もご提案申し上げ

たところでございます。早く手元にお届けできるように頑張ってまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いしたいところでございます。 

本日の議案につきましては、専決処分、この選挙に関わることでございま

す。また人事案件がございます。また財産の取得ということでパソコンと、ま
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た７年度一般会計補正予算という形で出させていただいております。慎重審議

いただく中で、ご決定賜りますように、お願い申し上げましてご挨拶とさせて

いただきます。どうぞ今日はよろしくお願い申し上げます。 

○議長(髙橋公時) 町長の挨拶を終わります。    

ただいまの出席議員は １２ 名であります。    

定足数に達しておりますので、これより令和８年 第１回世羅町議会臨時会

を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

日程に入るに先だち、諸般の報告をいたします。 

本臨時会に出席を求めた説明員は、お手元に配付しました報告書のとおりで

あります。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、議長におい

て、６番 福永貴弘議員、７番 向谷伸二議員を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日「１日間」にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔 「異議なし」の声 〕  

ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は「１日間」と決定しました。 

 

日程第３ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて を議題とい

たします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

○財政課長（矢崎克生） 議長。 
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○議長（髙橋公時） 財政課長。 

○財政課長（矢崎克生） 議案３ページをお開きください。 

承認第１号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、町議会の承認を求

める。 

  令和８年２月６日 提出 

                 世羅町長  奥 田 正 和 

次ページをお開きください。４ページから５ページにかけまして専決処分の

内容となっております。 

専決処分第１号 

 専 決 処 分 書 

   令和７年度世羅町一般会計補正予算（第６号） 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

令和８年１月 19 日 

               世羅町長  奥 田 正 和 

 ５ページをお開きください。 

１ 専決処分の内容 

  令和７年度世羅町一般会計の総額に歳入歳出それぞれ 17,665 千円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,501,772 千円としたものでござい

ます。 

   歳入は、国庫支出金 17,592 千円、県支出金 73 千円を増額いたしました。 

  歳出は、総務費 18,901 千円を増額し、予備費 1,236 千円を減額いたしまし

た。 

  令和８年１月 23 日の衆議院の解散に伴って、衆議院議員総選挙及び最高裁

判所裁判官国民審査が令和８年２月８日執行予定となり、町議会を招集する
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時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分

することとしたものでございます。 

 

２ 専決処分年月日 

  令和８年１月 19 日 

（詳細説明） 

○議長（髙橋公時） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案については承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員 であります。 

 したがって 承認第１号 専決処分の承認を求めることについては 承認す

ることに決定されました。 

 

日程第４ 同意第１号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 議案６ページをお開きください。 

同意第１号 

   監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 196 条第１項の規定により、次の者
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を監査委員に選任することについて、町議会の同意を求める。 

  令和８年２月６日 提出 

                  世羅町長  奥 田 正 和 

 

氏  名    中洲 洋輔 

生  年    昭和 61 年 

住  所    世羅町大字青山 

  任  期    令和８年３月１日から令和 12 年２月 28 日まで 

提案理由といたしまして、識見を有する者から選出された監査委員の樫野 

竜さんから令和８年２月 28 日をもって辞任の申出がありました。監査委員の選

任につき、地方自治法第 196 条第１項の規定により、町議会の同意を求めるも

のでございます。 

 中洲洋輔さんにつきましては、広島県社会保険労務士会三原支部に所属をさ

れる社会保険労務士でございまして、世羅町に事務所を開設されご活躍をされ

ております。 

平素の業務から世羅町内の複数の事業者と関わりをお持ちで、世羅町総合戦

略推進策定会議委員の関係でもご協力をいただいております。 

2024 年４月からは、世羅町商工会青年部で監査委員を担当され、また 2024

年 12 月から世羅町国民健康保険運営協議会の委員として対応いただいている

ところでございます。 

社会保険労務士として高い専門性と豊富な知識をお持ちで、世羅町のことを

よくご存知であります中洲洋輔さんは、識見を有する監査委員に適任であると

考えておるところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長(髙橋公時) これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○11 番（田原賢司） （挙手） 

○議長（髙橋公時） 11 番 田原賢司議員。 

○11 番（田原賢司） 監査委員、この間、前回、今回と 1 年ちょっと期間で辞

任という形になっております。識見の監査委員の方ですので、行政に対する厳

しい目で見られ、また数字が合っていればいいというだけではないと思いま
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す。監査についてはですね。行政の判断に対してこれは否か、可かという判断

を含めてやるのが識見の幅広い知識を持たれた方が携わるといった形です。そ

うなると必然的にいろんな判断を下すのにですね、時間を要したりします。そ

うした中で報酬の改定がなされておるわけではありますが、なかなか監査委員

にお若い方がなられると他の職務と兼務という形になります。そういった中で

町のそういった支援体制というのは、果たして現状のところが妥当なのかどう

かと、そういったところがある意味突きつけられているのはないかと思いま

す。 

各種いろんな委員の方々が今まで町のためにということで頑張っておられた

わけなんですが、ややもすると、我々町にしても、議会にしてもですね、そう

いった方々へ甘えがあったのではないかと。町のためにという言葉だけでずっ

と甘えておったのではないかと思います。ただこれから人生 80 年、100 年と社

会的な情勢も昔と変わってきております。働ければ 70 歳、75 歳といった形で

社会の情勢が変わっておる中で、そういった中でいろんな仕組み作りというの

がですね、似合ってないのではないかというところが、常日頃私思うわけなん

ですが、その点に対してですね、どうなのかといったところがございます。 

またこの後ですね、就任なされて、また短期間で辞められたという形になら

れたらですね、やはり今の行政のあり方というのが、時代に即してないといっ

たことになろうかと思います。 

またそういった方を選任する上においては、やはり皆で支援する体制という

のがあってしかるべきだと思います。その人の気構えだけにですね、甘えてや

る社会というのは、人を潰す社会になるかと思いますので、その点をお伺いし

たいんですが。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 今回、これまでお務めいただいた監査委員の方々、短期

間で交代となりました。 

税理士の方をですね、お願いしたということもございます。その中ではやは

り今、税理士関係の方々については、多くの方から頼られて多忙な時期を過ご

しておられます。特に現状こういった申告時期にはですね、かなりな時間を取
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られるということでもございました。 

議会とも相談させていただく中で報酬の改定もしたわけでございますけれど

も、やはり単価がどうのこうのではなくて、回数がやはり何回も出るというの

はかなり厳しいということもお話をいただいたわけでございます。私のほうに

は監査事務局からしかそういったことが伝わってこなかったんですけれども、

ご当人からお聞きするとですね、やはり税理士というものは厳しいと。時間が

なかなか取りにくいんだということを私のほうへ一応辞任するときにお話に来

られました。 

今後において困ったなというところで、今回の２月臨時会を一応お願いする

までは、やはり監査委員としてお務めいただきたいというお願いを申し上げ

て、一応２月末までを期間としてお願いしたところでございます。その間、い

ろんな方にご相談申し上げました。監査委員の方を選任するにあたっては多方

面に声掛けはしたんですけれども、なかなかこの行政というものを、難しい部

分があるということでですね、なかなか苦慮したところです。そんな中で、世

羅町に関わっていただいてる中洲さんについては、本人の意気込みもそれはあ

ったんですけれども、やはり行政を勉強してみたいし、今後世羅町に対してさ

まざまな貢献をしたい。そういった報酬のことについては、どうのこうの言わ

れませんでしたので、回数等については説明をさせていただいたところでござ

います。 

今監査事務局とも相談しながら、今予算の組立てもしておりますけれども、

かなり研修の回数もかなり増やす形での提案が来ております。なおかつ監査の

日程についても、いろいろと相談をさせていただきながら、予算のほうへしっ

かり組もうということで提案をいただいてきました。これを財政課と今いろい

ろと進めています。これは予算の段階で提案を、議会関係の予算として提案を

させていただきたいと思っております。 

短命で終わることなくですね、長い目でお務めいただきたいということも考

えてですね、40 歳という若さではございますけれども、将来の世羅町を担って

いただく一員として、最適な人材と考えております。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

○11 番（田原賢司） （挙手） 
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○議長（髙橋公時） 11 番 田原賢司議員。 

○11 番（田原賢司） 先ほどのところで回数とかという話が出たわけなんです

が、回数を短くするという単純にそういう話ではないと思います。監査という

のは、やはりその予算が適正に執行されているか、また予算だけではなくて事

務事業の執行体制はどうなのかと広範な上での判断が監査には求められている

と思います。 

特に識見についてはこれから行政を勉強すればいいというところではないと

思います。行政のあり方はこうあるべきだというのを肝に置いて監査するのが

適切だと思います。先ほどの答弁ですと、ちょっとクエスチョンが思うところ

が出てまいります。やはり監査の方に求めるところは行政がしっかりやってる

よと。そういった判断をくだされて、決算のところで意見を述べられて、ある

意味、これは執行部にとっても厳しい目で見られた方が、監査をすることによ

って、これは適正に執行されているのであると。それをこういった住民の代表

である議会へ示すというところに尽きると思います。その点をですね、しっか

り押さえて、その人に対する支援のあり方、これは先ほど言われたように、報

酬だけじゃございません。ですが、回数を減らそうとすると自ずとそこを事前

準備をしていく体制というのが必要になってます。そこをじゃあどうするのか

というと、事務局の体制を充実させるというやり方も一つの手だと思います。

日頃兼務の職員だけで対応するのではなくて、一定程度そういった体制をする

ことによって、そういった報酬のあり方、回数を減らすいうのは可能かと思い

ます。そこを抜きにして単純に回数を減らすというのは、予算の執行のあり方

いうのをおろそかにしとるんではないかという疑念がわきますので、その点は

ご注意いただければと思います。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 確かにいろいろ行政の内部を熟知された方が、対応いた

だくのが本来良いことと考えております。その関係で言いますと、先ほど来、

私は回数を減らすとは言ってないんです。回数は、今度は増えると思います。

その分ですね、かなり行政のいろんな部署、部署へ出かけて行っていただく。

そういったところから、これまで社会労務の関係で、さまざまなことを経験も
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されております。そういったところの観点も踏まえて現場をしっかり見ていた

だき、そういったところにしっかり監査として助言、また提言をいただく。そ

ういったことが増えていくものと考えておりますので、そういったことでの予

算組みをしていくことが、監査事務局から今出てきておりますので、そういっ

た対応をしっかり進めていきたいというふうに今では捉えているところでござ

います。 

○議長（髙橋公時） ほかに質疑はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。本案の採決は、無記名投票で行います。 

議場を閉鎖いたします。 

(議場の閉鎖)    

ただいまの出席議員は、 １１ 名であります。 

念のため申し上げます。記載の方法は、本案に賛成の方は「賛成」と、反対

の方は「反対」と記載願います。  

なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第 84

条の規定により、反対とみなします。  

投票用紙を配ります。 

(投票用紙の配布) 

投票用紙の配付もれはありませんか。 

（「なしの声」あり） 

配付もれなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

（投票箱の点検） 

異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますの

で順番に投票願います。 

○事務局長(黒木康範) （点 呼）                   

１番 亀田知宏議員 ２番 佐倉悠希議員  ３番 矢山 靖議員  

４番 宗重博之議員 ５番 佐々木浩康議員 ６番 福永貴弘議員 
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７番 向谷伸二議員 ８番 上本 剛議員  ９番 松尾陽子議員 

10 番 藤井照憲議員 11 番 田原賢司議員 

以上でございます。 

（点呼順に投票） 

○議長（髙橋公時） 投票もれはありませんか。 

（「なしの声」あり） 

投票もれなしと認めます。投票を終わります。 

ここで議場の出入り口を開きます。 

（議場の出入り口を開く） 

開票を行います。 

会議規則第 32 条第２項の規定により、立会人に ４番 宗重博之議員    

５番 佐々木浩康議員 を指名いたします。 

立会人の立会いをお願いします。 

（事務局による開票） 

（投票結果報告） 

投票の結果を報告いたします。 

投票総数       １１   票 

これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

そのうち 有効投票  １１  票 

無効投票   ０  票  であります。 

有効投票のうち 賛成 １０  票   

反対  １  票 

 以上のとおり賛成が多数であります。 

したがって、同意第１号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

は、中洲 洋輔（なかす ようすけ）さんを 同意することに決定いたしまし

た。 

 

日程第５ 議案第１号 財産の取得について を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 
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○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） 議案７ページをお開きください。 

議案第１号 

財産の取得について 

 

世羅町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成16年世羅町条例第56号）第３条の規定により、別紙のとおり財産を取得する

ことについて、町議会の議決を求める。 

令和８年２月６日 提出 

        世羅町長  奥 田  正 和 

提案理由でございます。 

ノート型パソコン調達について、２者による指名競争入札執行の結果、令和

８年１月21日、株式会社森田尚文館 代表取締役 森田 剛に落札決定したの

で、物品購入契約を締結したい。 

１ 財産の表示 

種 類 内 容 数 量 

パソコン端末

等 
ノート型パソコン 186台 

 

２ 取得価格 

ノート型パソコン186台 

25,271,510円（うち取引に係る消費税及び地方消費税額2,297,410円） 

 

３ 相手方 

  株式会社森田尚文館  

代表取締役 森田 剛 

（詳細説明） 
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○議長（髙橋公時） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。                         

 これより採決いたします。                

 本案については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員）  

 起立全員 であります。 

 したがって、議案第１号 財産の取得については、原案のとおり可決されま

した。 

 

日程第６ 議案第２号 令和７年度世羅町一般会計補正予算（第７号） を 

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

○財政課長（矢崎克生） 議長。 

○議長（髙橋公時） 財政課長。 

○財政課長（矢崎克生） 議案９ページをお開きください。 

議案第２号 

   令和７年度世羅町一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和７年度世羅町一般会計補正予算（第７号）を別紙のとおり提出する。 

  令和８年２月６日 提出 

世羅町長  奥 田 正 和 

提案理由でございます。 

歳入歳出それぞれ 226,206 千円を増額し、歳入歳出それぞれ 12,727,978 千円

とするものでございます。 

歳入は、地方交付税 185,950 千円、国庫支出金 191,294 千円、県支出金 2,962
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千円を増額し、繰入金 154,000 千円を減額するものでございます。 

歳出は、総務費 21,915 千円、民生費 29,329 千円、商工費 175,736 千円を増

額し、予備費 774 千円を減額するものでございます。  

（詳細説明） 

○議長（髙橋公時） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○３番（矢山 靖） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ３番 矢山 靖議員。 

○３番（矢山 靖） 別冊の資料、先ほどの資料の 13 ページ、これの生活応

援地域商品券発行事業について伺います。 

私は先日の全員協議会において、商品券の利用範囲、取扱店舗の公平性、使

用期限など多岐にわたる点について確認を行いました。その上で本日は住民生

活に直結する重要な点に絞って、改めて３点伺います。 

まず商品券方式は、本当に全住民にとって使える支援となっていると認識し

ているのでしょうか。今回の 1 万円商品券について伺います。公共料金には使

用できず、また、取扱店として登録した店舗に限られるなど、利用できる範囲

には一定の条件があると理解しています。単に制度上使えることと、生活実態

の中で実際に助かることにはずれが生じる可能性もあると考えます。本当に助

かる支援になっているのか、町の認識を伺います。 

二つ目、障害者、高齢者、施設入居者、交通弱者への実効的配慮についてで

す。障害のある方、高齢者、免許を返納された方、公共交通が乏しい地域の住

民、施設入居者などについて伺います。近くに使える店舗がない。移動手段が

なく利用できない。使用期限内に使い切れない。こうした事態が生じる可能性

について、町はどのように想定しているのか。また、特別養護老人ホームなど

施設入居者について、商品券は世帯主に送付されるとのことですが、意思疎通

が困難な方も含め、確実に本人の支援につながる配慮がなされるのか、誰も取

残さない支援となるための具体的な対応策を伺います。 

最後に、国の事務連絡を踏まえた迅速性、事務コストの評価についてです。 

内閣府は物価高騰対策支援事業について、速やかな支援の実施と、事務コスト

の削減を求めています。そこで伺います。商品券方式としたことで、印刷、郵
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送、事業者募集、管理や換金などなど、一定の事務作業と経費が発生していま

すが、この方式は、国の求める事務コストの削減に沿ったものと認識している

のか。また、補正予算可決後４月配布とされていますが、商工会加盟、非加盟

を問わず、町内事業者であれば利用可能なので、先ほど申した事務負担が大き

いと危惧される声も実際あります。これでコストに見合う効果が本当に出るの

でしょうか。 

12 月議会で可決された子ども支援２万円が未だ届いていない。生活が厳しい

中、いつになったらもらえるんかと。そういった声もある中で、先日私が伺っ

た全協説明で、やっと２月２日にシステム改修が終わって、３月から振込みが

始まるとも言われていました。本当にこのような状況で４月配布ができるので

しょうか。 

今回の支援は、プッシュ型で速やかな支援と言えるのでしょうか。冒頭、町

長が還流できるようにと言われていましたが、現金給付、お米券、商品券の各

方式について、事務費や実効性を比較検討した上で、商品券が最適と判断し

た。よろしいでしょうか。本来の目的は物価高騰対策、生活支援です。それを

消費喚起、地域振興を重視した商品券を提案をされました。具体的な根拠を伺

います。以上３点について、町としてのお考えを伺います。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） それでは矢山議員からご質問の順番に沿って、

まず一点目の今回の１万円商品券が、本当に全住民にとって使える支援になっ

ているのかという点について、商工観光課からお答えをさせていただきたいと

思います。 

まず今回の１万円の商品券でございますけれども、物価高騰に直面する家計

の負担を軽減することを第 1 の目的としておるところでございます。商品券の

定めのある中で、ご指摘のとおり公共料金への支払いはできないものとしてお

りますが、日常生活に不可欠な食料品や日用品、ガソリン代など町内の幅広い

取扱店で利用できるよう、取扱店の募集に広く取組んでまいりたいと考えてお

るところでございます。 

また単なる家計支援にとどめず、消費の場を町内店舗に限定することで、地
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域経済を循環させ、地域の雇用やサービスの維持につながり、住民生活を多角

的に守る実効性のある支援につなげてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 

○福祉課長（和泉美智子） それでは私から２番目の質問についてお答えをさ

せていただきます。 

初めに、特別養護老人ホームなどの施設入所者の方にこういった商品券が扱

いにくいのではないかということのご質問に対してですが、商品券を施設内で

も購入しやすいような配慮、たとえば移動販売車などの事業者への協力も呼び

かけることが可能ではないかと考えます。 

また、意思疎通が困難な方への配慮といたしましては、たとえば手話通訳者

や要約筆記者の派遣といった事業を福祉課で設けております。また障害のある

方については、ヘルパーさんが付き添う行動援護や同行援護、移動支援などの

障害福祉サービスをご利用いただくことも可能でございます。町民皆様に使っ

ていただけるよう福祉課としましても、周知に努めてまいります。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） ３点目のご質問のまず事務コストと実効性の観

点でお答えをさせていただきたいと思います。 

まず商品券方式につきましては、印刷や郵送、また商工会へ一部事務をお願

いする部分もございます。そういった経費が発生をいたしますけれども、これ

は町内での消費を担保し、地域経済を下支えするために必要な経費であるとい

うふうに考えておるところでございます。 

従来の給付金事業にあたりましては、システム改修とかも必要となってまい

っておるところでございますけれども、このたびのこの商品券につきまして

は、なるべく直営でできるところは行い、経費の縮減に努めておるところでご

ざいます。 

またこの物価高騰重点支援交付金を活用した商品券事業につきましては、全

国的な広がりもございますので、さまざまな事業者から事業実施に係る効率化
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に向けたいろいろな提案、こういった方式がありますよということも提案をさ

れてくるんですけども、費用対効果を見極める中で、今までの経験、またでき

るところは直営で行うという観点で経費節減に努めながら、事業の実施を進め

てまいるところでございます。 

また次の迅速性の確保については４月の配布に向けてということでのご質問

をいただいております。 

今回の商品券事業につきましては、プッシュ型ということで進めてまいりま

す。これらの申請を不要としますので、申請を行ってお渡しするという形の期

間が省略ができます。そういった中でも期間短縮ができるものと思っておりま

すし、また４月の配布に向けまして、皆様のお手元に早く届けるよう関係者と

連携・調整した中で、スケジュールを立てて行って進めているところでござい

ます。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） 私からは現金給付、お米券、商品券の方式について

商品券が最適と判断した具体的根拠ということのご質問にお答えいたします。 

 本重点支援地方交付金は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受

けた生活者や事業者に対し、自治体の実情に合わせて必要な支援を実施するよ

う国から求められている交付金でございます。とりわけ、食料品特別加算分と

して行うこの自治体の必須事業と位置付けられておりまして、食料品価格高

騰、価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し支援を行う事業として、い

わゆるお米券という言葉がマスコミを賑わせたのは記憶に新しいところでござ

いますが、このお米券につきましては使える店舗が限られる、大型のスーパー

やドラッグストアなどに限られること、また経費がかさむこと。そしてその名

称から受けるイメージが世羅町に合わないということから、このお米券の選択

というのは見送りを決定したところでございます。 

現金給付につきましては、いわゆるタンス預金ということになりかねず、地

域経済への波及効果、並びにこの交付金に求められております食料品価格等の

物価高騰対策という交付金の目的に対する効果が限定的になる可能性があると

考え、一方で商品券は、地域の商工業者様に対しても経済効果が認められるこ
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とから町内の振興に寄与すると考えております。国も一律現金給付については

慎重な姿勢を示しておりまして、本交付金においても、お米券や商品券、電子

クーポンを推奨しているところでございます。そういったところを総合的に判

断し、商品券が最適と判断したところでございます。 

○議長（髙橋公時） 本定例会の提案ではございませんが、12 月定例会で提案

があった件に関して、住民の方も不安に思われている方もありますので、現在

の状況について子育て支援課長のほうからご説明願います。 

○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） 私からは、12 月の最終日に追加議案として予

算のほうの提案をさせていただいておりましたのですが、子育て応援手当につ

いての現状についてお答えをいたします。 

先ほど矢山議員からもございましたようにシステム改修が２月２日に終了い

たしまして、現在のところ９日付けで皆様のところにご案内の通知を発送させ

ていただく予定となっております。原則、改めてご説明しますと、申請は不要

でその通知に基づきまして、手当の給付を希望されない方、また児童手当受給

口座以外を希望される方のみ申請書の提出が必要となっております。期限を２

月の 18 日と想定して送らせていただきますので、早めにお届けのほういただ

ければと思っております。初回の振り込みは３月の上旬を予定しております。 

○議長（髙橋公時） ほかに質疑はありませんか。 

○３番（矢山 靖） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ３番 矢山 靖議員。 

○３番（矢山 靖） 次ですね、10 ページ、11 ページになります。社会福祉

施設等物価高騰支援事業について、改めて２点伺います。 

まず一つ目、支援額、対象事業所数の考え方についてです。本事業では最大

約 300 万円の支給となる事業所がある一方で、2000 円程度と極めて少額となる

事業所もあるんだと説明がありました。また、対象事業所数についても介護保

険サービス事業所等で最大 32 事業所、障害福祉サービス事業所で最大 10 事業

所とされていますが、実際には利用者への転化が可能な事業所、支給額が少額

のため、申請しない事業所も想定されているとの説明がありました。 
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そこでお尋ねします。本事業において町として 1 事業所当たりどの程度の支

援を標準的と想定しているのか。申請に至らない事業所が一定数出ることをど

の程度織り込んでいるのか。織り込んだ上で、最大 32 と 10 事業所という対象

数を設定しているのか。制度設計の考え方と併せて具体的にご説明ください。 

二つ目として、支援方式の公平性、実効性の観点から、支援方式のあり方に

ついて伺います。私が町内の事業者から直接聞いた声では、数千円の支援のた

めに煩雑な申請手続きを行う余裕がない。その時間すら確保できないほど人手

が不足しているという極めて切実なものでした。物価高騰の影響を最も強く受

けているのは、まさしくそうした余力のない事業所ではないでしょうか。 

一方、近隣市町では 1 事業所当たり一律で、数万円を給付する方式を採用し

ている自治体もあります。そこでお尋ねします。今回の支援方式について、町

として、申請に要する事務負担、支給額の大小によって生じる不公平感、これ

らをどのように評価しているのか。また形式的に同じ条件を課すことをもっ

て、公平とするのか、それとも、人手不足や事務負担といった、実情に応じた

合理的配慮を含めて、公平性を判断すべきと考えているのか。 

今回の事業が単なる制度の実施にとどまらず、本当に事業所支援と言えるも

のになっているのか、以上２点について、町の認識と見解を伺います。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 

○福祉課長（和泉美智子） それでは、11 ページの社会福祉施設等物価高騰支

援事業についてご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。 

初めに支援額、対象事業所数の考え方についてでございます。１事業所当た

りどの程度の支援を標準的と想定しているのかということにつきましては、今

年度におきましては、世羅町では入所系の施設におきましては、対象事業所が

12 事業所ございますが、153 万円程度を標準額として見込んでおります。また

介護保険の通所系の事業所につきましては８事業所ございますが、18 万円程度

を見込んでおります。また訪問系と申しまして、ヘルパー事業所や居宅介護支

援事業所等につきましては 11 事業所を見込んでおりまして、7 万 2000 円程度

でございます。またこの他にも障害福祉サービスを提供しておる事業所が 10

事業所程度ございますが、10 数万円程度の標準額を見込んでございます。 
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また申請に至らない事業所が一定数出るということをどの程度織り込んでい

るかとのご質問につきましては、昨年度につきましては、４事業所が未申請と

いうことでございましたが、今年度につきましては、１事業所が申請をされな

いというようなことをお聞きしております。 

また最大 32 と 10 事業所という対象数につきましては、町内に所在を設けて

おられます事業所全てを想定をして設計をしております。またこの制度設計の

考え方につきましては、質問の２番目の質問とあわせてお答えをさせていただ

きます。 

支援方式の公平性と実効性の観点から支援方式のあり方についてということ

でございますが、昨年度も 12 月に事前に所要額を全ての事業所において把握

をしております。今年度も同様、昨年 12 月に事前に所要額を把握をさせてい

ただきました。本議会後に短期間で申請をいただくということで、大変年度末

で事業所のほうも繁忙期に入ります。そういった意味でご負担にならないよう

な形での手続きということで、福祉課のほうといたしましても、事前に把握を

していただいた上で、今後については申請書を提出いただくという形で、補助

金の支給をしてまいりたいと考えております。 

また、他の自治体では一律給付方式という形をとっておる自治体も多くござ

いますが、世羅町におきましては、事業所の実質の負担に即した設計での支援

を考えております。物価高騰の影響によりまして、施設や事業所が事業の廃

止、また閉鎖とならないように、今後も支援していきたいと考えております。 

○議長（髙橋公時） 他に質疑はありませんか。 

○３番（矢山 靖） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ３番 矢山 靖議員。 

○３番（矢山 靖） 先ほどのご答弁の中にもあったんですが、負担に応じた

支援を考えていると。私が聞いた現場の声ではですね、数千円のこの支援のた

めにその申請手続きすら行う余裕がないんだという本当に切実な声があるんで

す。数千円でもいただきたいんだけど、人材がいないからできないんだと。そ

れに、手続きする時間が取れないんだということを本当に言われていました。 

そこでですね、また再度伺うんですが、この町が負担に応じて支援を考えてい

ると先ほど言われたんですが、町が想定しているこの簡素な手続き、人手不足
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が深刻な小規模事業者にとっても本当に支援、申請可能な水準だと認識してい

るんでしょうか。それをお尋ねするのと、あと認定こども園のことについても

お尋ねします。 

資料の 11 ページに出ているんですが、前回の全協の質疑の中でもお尋ねし

たことなんですが、今回の児童福祉施設物価高騰支援事業で、町内の認定こど

も園３施設に対し、エネルギー費の支援額が約 45 万円から 78 万円。食材料費

の支援額が約 39 万円から 46 万円と説明ありました。施設ごとに一定の差が生

じています。私は関係者から直接お話を伺ったんですが、共通して聞かれたの

が支援そのものはありがたいんだと。しかし、その支援額で物価高騰分をどこ

までカバーできているのかはわかりにくい。実際には給食費のやりくりはもう

ギリギリの状態なんだという声です。そこでお尋ねするんですが、今回の支援

額について町として、物価高騰による実際の負担増をどの程度補填できている

と評価しているのか。また、施設規模や算定方法によって支援額に差が生じる

中で、現場が十分に支援されているんだと、実感できる制度になっているんだ

と認識しているのか、そのあたり町の見解を伺います。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 

○福祉課長（和泉美智子） ご質問いただきました介護福祉事業所また障害福

祉サービスを提供する事業所で働く人材の不足によりまして、物価高騰の支援

事業の申請事務に時間を割くことが難しいというようなお声を聞いていただい

たということでございますけれども、本町としましては、過去３年間この物価

高騰の支援を続けてまいりました。いずれにしましても、短期間での申請に当

たって皆様に負担とならないよう、先ほども申し述べましたが、昨年 12 月中

には全ての事業所において調査を既に実施済みでございます。そして 12 月の

実績値について２月中にですね、ご報告いただけるようなことがございました

ら、申請書が整うという簡素な手続きをしていただくように配慮をさせていた

だいております。いずれにしましても、物価高騰によりまして皆様の経営が窮

地に陥らないように支援をしていきたいと思いますので、もし手続きに不安な

面があるようでしたら、福祉課のほうもお手伝いができると思いますのでしっ

かりと申請をいただくようなお声がけをさせていただきたいと存じます。 
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○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） 認定こども園の支援についてのご質問にお答

えいたします。この度の物価高騰支援事業につきましては、価格の物価高騰分

に対応した支援となっております。電気、ガス、エネルギー価格につきまして

は、各施設が実際に負担された令和３年と令和７年の差額分が算出基準となっ

ております。また、食料品価格につきましては、12 月時点の児童数が算出基準

となっておりまして、施設により金額の大小はございます。 

また町では食育推進事業といたしまして、世羅の食材を使用したふるさと給

食の日を設けていただいておりまして、そちらへの食材費の補助もしていると

ころでございます。また私立施設型給付の中にも給食実施に関する加算もして

いるところでございます。現場が十分に実感できる支援とは言えないかもしれ

ませんが、各施設の実際の負担、また児童数に応じた支援であると考えており

ましてご理解をいただきたいと考えております。 

○議長（髙橋公時） ほかに質疑はありませんか。 

○10 番（藤井照憲） 議長。 

○議長（髙橋公時） 10 番 藤井照憲議員。 

○10 番（藤井照憲） 生活応援支援の発行業務、商品券発行業務についてお伺

いしたいんですけれど、先ほどの答弁でですね、現金給付するとタンス預金に

なってしまうと。このような発言があったと思います。 

このタンス預金されるデータっていうのは何かあるんでしょうか、根拠が。

僕は現金で住民の方にお渡しすると、本当に食料品等、等がついてるんです

ね。など。先ほど電気もガスも、いろんな公共料金に使える現金給付がベスト

なんです。ところが、タンス預金と言われた。これはどこに根拠があって言わ

れるのか。 

一方でですね、13 ページにはプレミアム商品券もこの予算で同時提案されて

います。プレミアム商品券こそ、手元にお金がないとこの商品券は手に入りま

せん。１割ほどプレミアムがつくという、こういう話なんです。ですから、タ

ンス預金を選ばなかった。これは地域商品券の発行にしますと。矛盾してるじ

ゃないですか。タンス預金の人数とデータを教えてください。 
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○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。先ほど私の答弁でタンス預金と

なりかねずという答えをさせていただいたところです。根拠というものはござ

いません。一般的に現金給付ということになれば、なりかねないという趣旨で

の発言でございます。根拠ということで私がちょっと勇んだ発言をしたのであ

れば申し訳ございません、なりかねないという意味合いで、一般的なそういう

なりかねないという意味での答弁でございます。 

○10 番（藤井照憲） 議長。 

○議長（髙橋公時） 10 番 藤井照憲議員。 

○10 番（藤井照憲） それは、その発言は削除の発言でしょうか、どうでしょ

うか。要は、人の懐に手を突っ込んで行政がああだ、こうだというのはやめて

もらいたいんですよ。一番効果があるのはどうか。住民の満足度、幸福度、今

言われてますウェルビーイングはどうかという視点でですね、判断していただ

きたいと思います。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） はい、申し訳ございません。発言について訂正させ

ていただいて削除させていただきます。 

○議長（髙橋公時） 他に質疑はございませんか。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） タンス預金への懸念、現金給付に慎重の国の方針につい

て言及されたんですけれども、確かにタンス預金のですね、可能性はあるかと

思いますけれども、それは現状の物価高に対する生活の不安から貯蓄に回すの

であって、その安心感を提供することも心理的な支援になるのではないかと。

そもそもタンス預金を懸念点として考えるのはどうなのかなっていうのが私の

考えです。 

これは物価対策としての目的とは整合性があるのかなと考えてます。また直

近国は現金給付の方針をずっと継続していたわけなんですよね。今回お米券で
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すとか、商品券をまるでスタンダードな方法のように事業概要として案内され

てきているかと思うんですけれども、むしろ国の一貫性ですとか、事業目的に

対する整合性っていうのがないように感じるんですけれども、この点について

は町としてどのように整理をされているでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。国のほうの方向性としまして

は、今までも現金給付ということも選択肢の一つとして挙げられては来られて

おりますが、今回のこの本交付金につきましても、国のＱ＆Ａの中には、個人

を対象とした現金給付を行う事業を実施する場合の事務連絡の通り、この経済

対策の効果的・効率的な実施の観点から、給付の目的を明確化するとともに、

給付対象を合理的な範囲とする場合、または緊急性がありやむを得ない場合、

実施計画への記載を認めることとし、その旨を実施計画に事業の概要及び参考

資料に列記、要は現金給付を選択した理由をきちんと説明した上で現金給付を

選択するように求められているところでございます。 

先ほどの答弁でも申し述べましたように、今回の交付金についてもですし、

今までも基本的には現金給付の選択もありとはしてこられておりますが、現金

給付よりは他のものを推奨するというお立場であったというふうに認識をして

聞いておりますし、今回は特にその姿勢を明確にされたのではないかというふ

うに考えているところでございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 私としては、Ｑ＆Ａ、今回のＱ＆Ａはもちろん資料とし

てないので、そこは読み込めてないんですけれども、事業の概要としてはもち

ろん選択肢としてあったのかもしれないですけど、それぞれがですね、これま

では国の方針として明らかに現金給付が主なですね、支給方法であるというよ

うな案内だと、これ誰がどう見てもですね、そのような案内だったと思いま

す。基本的にはですね。今回変更されているのかなと私は考えてます。 

それ以外のところで支給方法についての質問なんですけれども、商品券と 1

人親世帯臨時特別給付金事業についての給付方法を比較したときに、現金給付
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の場合は一旦案内チラシを送った後に、受取り確認を一定期間設定した後に、

支給するという流れなんですけれども、この商品券の場合はもう受領の確認の

ないまま、もう直接商品券が届くのかというところの流れの確認とですね、ま

た商工会でこういったプッシュ型の方法で支給された実績があるのかという点

の確認とですね、あと今回、仮に現金給付の方法をとったとして、システム会

社がシステム改修に対応できないといったことは何か確認されているんでしょ

うか。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） まず佐倉議員からご質問のお送りする方法につ

きましてご説明をさせていただきます。 

まずこの度の商品券につきましては、改めましてまず基準日、本日の議決を

持って基準日とさせていただきたいと思いますけれども、その時点で世羅町の

住民基本台帳に登録、記録されている方に対しまして、対象者 1 人につき 1 万

円分、1000 円券の 10 枚綴りをそれぞれお送りする形でございます。また、お

送りするに当たりましては、世帯主の方宛にお送りをさせていただくように進

めてまいります。 

配達におきましては、その記録が残る、対面で配達しまして、その記録が残

る方式。いわゆる書留のような、小包とかそういった場合でもサインをいただ

かれるとは思いますけども、そういった形での配布を進めてまいりたいという

ふうに予定をしております。 

あと２点目の商工会におかれまして、こういうプッシュ型といいますか、給

付型の事業をされているかどうかということのご質問だと思いますけども、従

来の商工会におかれてのとくとく商品券事業につきましては、まず購入の申請

をされて、それから購入をされていう形で、事前決済方式といいますか、そう

いう形のプレミアの商品券ということでございますので、このたび町が発行し

ますものは、完全な購入いただくのではなしに、そのものの額面の商品券をお

送りしてそれを使っていただくというものでございます。 

○議長（髙橋公時） 課長、初めてのことなのかということが質問あったと思

いますので、今回やるのは初めてのことなのかご答弁ください。 
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○商工観光課長（山崎 誠） この度の商品券の事業主体は世羅町でございま

す。商工会におかれましては、主には使用済みの、各店舗で使用された商品券

を取りまとめいただいて確認する、そういう換金の部分を重点に業務をお願い

をしたいというふうに、そういうふうに進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○議長（髙橋公時） 課長、この度の 1 万円の配布は初めてなのかという質問

を佐倉議員はされていると思うんです。これまでにやった経験があるのかとい

う質問をされているので、その点今回の支援の 1 万円のやり方というのを、今

回が初めてなのか、以前もこういうことがあったのかというのを多分問われて

たんで、その点を答えてください。 

○商工観光課長（山崎 誠） 失礼しました。今回の全町民に対する商品券の

配布は初めてというように認識しております。ずっと以前でございますけど

も、一定年齢対象の、たとえば一定年齢以下のお子さんがいらっしゃる家庭に

商品券発行をしたというのは私の記憶ではございますけども、そういった事業

はございますけども全町民の方を対象に商品券を発行するというのは初めてで

ございます。 

それと３点目のシステム改修でございますけれども、これにつきましては、

実際のところシステム改修も必要かどうかというところで、業者のほうへも確

認をいたしました。全国的なシステム改修のいろいろな需要、そういったとこ

ろでエンジニアの確保も含めまして、システム改修をお願いするとしても対応

が難しいということで確認を取っておるところでございます。 

○議長（髙橋公時） 他に質疑はありませんか。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 先ほどの質問の補足というか、ちょっと言葉足らずだっ

たかもしれないので、プッシュ型で商品券を発送するのが初めてかどうかって

いうのをお聞きしたんですけど、というのがもしこれまでと方法を変えるんだ

ったら事務要領とか要綱とかですかね、それも一新しないといけないのでその

コストもかかるのかなと思います。 

念のため確認なんですけど、現金給付する場合はもう対応ができないという
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理解でよろしいでしょうか。そもそも現金給付の選択肢がなかった。確認した

ところ現金給付としては、できないということで、良いのかということの念の

ための確認とですね、あと、この支給方法、現金給付の場合と商品券の発行の

場合は、現金給付の場合は事前に受取り拒否するかどうかっていうのは確認は

してるんですけど、この商品券の場合は受取り拒否の確認がないんですけれど

も、そこら辺の整合性がどうなっているのかなというところですね、そもそ

も、配達来てその場でその中身がわからないわけなので、それを受取り拒否と

かどうとかっていうのは判断しようがないと思うんですよね。受取り拒否とか

そういうの確認がいらないんだったらもう現金給付も、その受取り拒否の期間

も設定せずに、もうそのままもう期間決めて、もっと前倒しで支給できるって

いうことになると思うんですけれども、そこら辺の整合性をどのように整理さ

れているんでしょうか。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。まずプッシュ型については

どうなのかということでございますけども、これ初めてというように認識して

おります。 

あと商品券の受取り拒否ができるのかというか、そういうところのご質疑と

いうふうに受止めておりますけれども、商品券、確かにお送りしましたら、い

らっしゃればそのまま配達して受取りという形になろうかと思います。封筒の

ほうへは商品券ということで明示をしてお送りするようにいたしますけれど

も、なお受取られて、これは私は使わないということであれば、受取られても

使わないということに、結果なる場合はあるかというふうに思っております。

その部分につきましては、換金、そういう使われなかったということ、結果的

に受取り拒否の形になろうかと思いますけども、そういうふうに認識しており

ます。 

○議長（髙橋公時） 現金給付も考えたのかという趣旨があったと思うんです

けど、その上でなぜ商品券を選んだのかっていう趣旨だったかと思うんです。 

 ▼【佐倉議員：「システム改修はそもそもできないんですか。」】 

○議長（髙橋公時） 副町長、答えられますか。 
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○副町長（金廣隆徳） 議長。 

○議長（髙橋公時） 副町長。 

○副町長（金廣隆徳） それでは私からお答えをさせていただきます。ちょっ

と喉の調子が悪うございますので、ご勘弁いただきたいと思います。 

先ほどご質疑をいただいたところでございますけれども、現金給付、プッシ

ュ型につきましてのシステム改修は、これは現在、全国一斉にシステムの統一

化の移行業務が並走しておりまして、この時期におきましての大規模な、また

この案件につきましてのシステム改修はできないということでのベンダー、Ｓ

Ｅからの結果がもたらされました。したがって迅速に、そして町で職員が速や

かに展開できる方法として、今回の商品券の皆様方へのプッシュ型の送付とい

う形で方針を定めたものでございます。 

○議長（髙橋公時） 他に質疑はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

○３番（矢山 靖） 議長。 

○議長（髙橋公時） まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討

論はいらっしゃいますか。 

（「なしの声」あり） 

次に、賛成討論の発言を許します。３番 矢山 靖議員。 

○３番（矢山 靖） 議案第２号、令和７年度世羅町一般会計補正予算第７号

について、私は賛成の立場から討論を行います。ただし、本議案に含まれる全

ての事業内容に無条件で賛成するものではありません。 

まず、生活応援地域商品券発行事業についてです。全員協議会において、既

に明らかになっていた課題、特に本日も先ほどの質疑にもありました。日々の

暮らしの中で、電気代や食費など最も苦しい支出の軽減につながっているの

か、障害者、高齢者、施設入居者、交通弱者が実際に利用できる制度となって

いるのか。事務コストや支援の迅速性の面で商品券方式が、住民のウェルビー

イングとして最適な手法であったかなど、先ほどの質疑を通じてもなお解消さ

れたとは言えず、改善等検証を要する問題が引続き残されていると考えます。
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また、社会福祉施設、児童福祉施設への物価高騰支援事業についても、支援額

に大きな差が生じていること、申請事務の負担により支援を受けにくい事業所

が実際存在すること、現場が十分に支援されたと実感できているかという点な

ど、今後の制度設計の見直しを強く求めたいと思います。 

一方、物価高騰の影響が住民生活や事業者経営に深刻な影響を与えている現

状において、町が手をこまねいていて何もしていないという選択肢はなく、何

らかの支援策を講じること自体は必要であって、一定の評価すべき点であると

も考えます。特に、子育て世帯、低所得世帯、福祉、介護、保育など、地域を

支える事業所で、現場に立つ方々の苦しさは待ったなしの状況にあります。 

こうした方々を対象に、国の交付金を活用し、支援を実施しようとする町の

姿勢そのものは否定されるべきではありません。ただし、ここで最も問われる

のは、支援を配ったかどうかではなくて、実際に助かった、支えになったと住

民や現場が実感できる支援になっているかどうかにあります。 

今回の事業については、実施後、使われなかった商品券はなかったのか。申

請できなかった。また、申請しなかった事業者はどれだけあったのか、現場の

負担軽減につながったのかなど、これらを徹底し検証し、次の支援策に確実に

生かすことを強く求めます。 

以上の点を踏まえ、本議案について不十分さを指摘しつつ、今後の改善を強

く求める立場から条件付きで賛成といたします。 

○議長（髙橋公時） ほかに討論はありませんか。 

（「なしの声」あり） 

 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案については原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員 であります。 

したがって、議案第２号 令和７年度世羅町一般会計補正予算（第７号）

は、原案のとおり可決されました。 

お諮りいたします。 

会議規則第 45 条の規定に基づき、本会議の議決の結果生じた条項、字句、
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数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任願いた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔 「異議なし」の声 〕 

 ご異議なしと認めます。 

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定

しました。 

以上で本臨時会に付された事件は、すべて議了いたしました。 

これをもって、令和８年 第１回世羅町議会臨時会を「閉会」いたします。 

（起立・礼） 

 

閉  会  １０時３５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


